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資料４

ＩＰＭの普及・定着に向けた今後の対応方針について（案）

（１）今後のＩＰＭの普及・定着に向けては、都道府県が平成１７年９月

に公表した総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）実践指針を参考にして、

各地域の病害虫・雑草の発生と被害の実情に即した実践指標を策定し、

病害虫防除担当者のみならず普及指導員、試験研究者等の関係者、生

産者団体及び農薬メーカーなど関連する企業等が一体となってＩＰＭ

の推進に向けた取組がなされることが重要である。

（２）このような観点から、ＩＰＭ実践指針においては、具体的な推進方

策や課題を記述している。

（３）これらの課題等に対する対応方針案を別紙１～３のとおりとりまと

め、また、その対応方針案の工程表を別 りまとめた。紙４及び５にと



個別課題
推進手法、
政策ツール

具体的な取
組

(2) ＩＰＭ実践
   指標の活
   用方策

略 略 略 略

推進手法、
政策ツール

具体的な取
組

(1) ＩＰＭ実践
   農業者の
   モデル的
   育成

   ＩＰＭを実践する農業者を育成する
ためには、実証ほの設置等により、Ｉ
ＰＭの趣旨・効果を農業者に理解し
てもらうことが重要である。
   また、ＩＰＭを実践するモデル地域
を設定し、当該地域に適用されてい
る栽培暦にＩＰＭ実践指標をチェック
リストとして添付すること等により、
指導を行うことが重要である。

・実証ほ展示や講習会
　等の研修によりIPMに
　ついて農業者の理解
　を促す。
・モデル地域を設置し、
　IPM実践指標を活用し
　た指導の実践

（注）「課題」における番号は、ＩＰＭ実践指針の項目番号

   各都道府県の普及指導員に対し
て研修を行い、その指導力の向上を
図りつつ、その協力を得て指導体制
を強化することが必要である。
  また、ＩＰＭ実践農業者の育成をＩＰ
Ｍモデル地域以外へ普及させるた
めには、生産者団体の協力を得る
必要がある。

・普及指導員にIPM研修
  の実施
・生産者団体との連携を
  促進

○都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制整備

・各地域において病害虫防除所が普及指導員及
  びJA営農指導員にIPM研修を実施
・中央での生産者団体への協力依頼
・病害虫防除所、普及指導センター、ＪＡ等との連
  携を促進

　　　　　　　　　　　ＩＰＭ普及・定着に向けた課題と対応方針（案）（ＩＰＭ実践指針を基に作成）①
対応方針（案）課　　　題（ＩＰＭ実践指針）

・農業者のＩPMについての理解を促進するため、
  実証ほでのIPM講習会を開催
・病害虫防除所、普及指導センター、ＪＡ等との連
  携を強化し、モデル地域でのIPM実践指標を活
  用した指導を行う。

○都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制整備
○食の安全・安心確保交付金の活用

４．ＩＰＭ
  実践指
  標に基
  づくＩＰ
  Ｍの具
  体的な
  推進方
  策

(3) ＩＰＭモデ
   ル地域外
   への普及

別紙１



個別課題
推進手法、
政策ツール

具体的な取
組

推進手法、
政策ツール

具体的な取
組

推進手法、
政策ツール

具体的な取
組

５．ＩＰＭ
　の推進
  に向け
　た課題

（注）「課題」における番号は、ＩＰＭ実践指針の項目番号

(1) ＩＰＭ実践
  指標の改
　善に向け
　た取組

・環境負荷低減に配慮
　した農薬使用等のIPM
　要素技術の確立及び
　実証

○関係機関によるＩＰＭ普及推進協議会（仮称）を
  結成し、ＩＰＭ普及推進の全国展開
○都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制整備
○食の安全・安心確保交付金の活用

・環境負荷低減に配慮した農薬使用等のIPM要
  素技術の確立及び実証のため、農薬メーカー、
  機械メーカー等関係機関との連携を促進
・ＩＰＭ要素技術についての情報の共有
・普及指導センターによる農薬飛散防止技術、農
  薬低減技術等の普及・実証活動を促進

③環境負荷の軽減等に向けた農薬
　使用の推進
    環境負荷の軽減等に向けた農薬
　使用を推進する上では、十分な効
　果が得られる最小の使用量や新
　たな飛散防止措置の効果の実証
　等を農業生産現場で実施し、その
　結果を踏まえた推進を図ることが
　重要である。

○関係機関によるＩＰＭ普及推進協議会（仮称）を
  結成し、ＩＰＭ普及推進の全国展開
○都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制整備
○食の安全・安心確保交付金の活用

①新技術の導入に当たっての実証
    ＩＰＭ実践指標の管理ポイントに
　新たな技術を導入する際には、コ
　スト・労力に十分留意し、当該技
　術の実証を行う必要がある。

・実証ほでのコスト・労
 力に留意したIPM要素
 技術の実証

・実証ほでのコスト・労力に留意したIPM要素技術
  の実証による技術確立の促進
・生産現場での要望を技術開発に反映させる体
  制整備
・ＩＰＭ要素技術についての情報の共有

②農業者自身で実施可能な調査手
　法等の導入
    主要病害虫・雑草ごとに新たな
  要防除水準の設定や発生予察技
  術の高度化に努めるとともに、農
  業者自身で実施可能な病害虫・
  雑草及び土着天敵の同定診断手
  法並びに簡易の発生量調査手法
  の研修等を実施することにより、こ
  れらの手法の導入を積極的に推
  進する。

・要防除水準の設定
・発生予察技術の高度
　化
・農業者自身で実施可
　能な病害虫・雑草及び
　土着天敵の同定診断
　手法等の技術確立
・上記技術を農業者に
　研修

○関係機関によるＩＰＭ普及推進協議会（仮称）を
  結成し、ＩＰＭ普及推進の全国展開
○都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制整備
○食の安全・安心確保交付金の活用

・生産現場で活用できる要防除水準の設定のた
  め、病害虫防除所、普及指導センターと試験研
  究機関との連携強化
・発生予察技術の高度化
・農業者自身で実施可能な病害虫・雑草及び土
  着天敵の同定診断手法等の技術確立
・ＩＰＭ講習会を開催し、上記技術を農業者に研修
・ＩＰＭ要素技術についての情報の共有

　　　　　　　　　　　ＩＰＭ普及・定着に向けた課題と対応方針（案）（ＩＰＭ実践指針を基に作成）②
課　　　題（ＩＰＭ実践指針） 対応方針（案）



個別課題
推進手法、
政策ツール

具体的な取
組

○都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制整備

・行政、生産現場、試験研究機関が協力し、IPM
  の概念を反映した防除基準及び防除暦（栽培
  暦）を作成

対応方針（案）

　　　　　　　　　　　ＩＰＭ普及・定着に向けた課題と対応方針（案）（ＩＰＭ実践指針を基に作成）③
課　　　題（ＩＰＭ実践指針）

５．ＩＰＭ
　の推進
　に向け
　た課題

(2) 都道府
　県の防除
　基準及び
　防除暦の
　見直し等
　について

  防除基準及び防除暦（栽培暦）の
作成に当たっては、ＩＰＭの定義と目
的を可能な限り反映させ、病害虫・
雑草の発生状況に応じ、多様な防除
手段の中から適切な防除手段を選
択することができるようにする。

（注）「課題」における番号は、ＩＰＭ実践指針の項目番号

・関係機関が協力し、IP
　Mの定義と目的を反映
  した防除基準及び防
　除暦（栽培暦）を作成



行政

普及指導センター、
ＪＡ等

病害虫防除所
試験研究機関

農業者ＩＰＭ研修

実証ほ展示

実証ほ見学

指導
（ＩＰＭ実践指標）

モデル地域設定
病害虫防除所・普及指導

センター、ＪＡ等参画

ＩＰＭ要素技術開発

指導体制強化

要防除水準の設定、予察技術の高度化

ＩＰＭ
講習会

食の安全・安心確保交付金食の安全・安心確保交付金

ＩＰＭ普及推進のため体制整備（都道府県）

４関係部局による

防除基準及び

防除暦の作成

全体のとりまとめ

別紙２

農薬関係者による

技術開発、ＩＰＭ講習会

等への協力

ＩＰＭ
講習会



都道府県

ＩＰＭ普及推進のため体制整備（全国）

ＩＰＭ普及推進協議会（仮称）

・ＩＰＭ要素技術の評価について
・ＩＰＭ要素技術の普及について
・ＩＰＭ普及推進の課題について

農薬関係者
試験研究機関
（独法等）

生産者団体

農業者自身で実施
可能なＩＰＭ要素技術

の確立

ＩＰＭ普及推進の
ための体制整備

農薬のＩＰＭ新技術
研究・開発・導入の

促進

別紙３

農林水産省

施策の取りまとめ
関係機関の調整
政策ツールによる

支援



      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    平成１８年度IPM普及推進の基本工程（案）

４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月

1 ＩＰＭ検討会 ＩＰＭの普及推進全般についての検討

第５回ＩＰＭ検討会
（ｷｬﾍﾞﾂ･ｶﾝｷﾂﾓﾃﾞﾙ検
討、今後の方針につ
いて）

第６回ＩＰＭ検討会
（次期ﾓﾃﾞﾙ検討、今
後の方針について）

第７回ＩＰＭ検討会

2
ＩＰＭ検討会作物別
専門部会

作物別ＩＰＭ実践指標モデルの策定
○○専門部会（１回
目）

○○専門部会（２回
目）

△△専門部会（１回
目）

△△専門部会（２回
目）

3
ＩＰＭ普及推進のための
体制整備（都道府県）

都道府県におけるＩＰＭ普及推進体制
整備（別紙２）

4

ＩＰＭ普及推進協議会
（仮称）

ＩＰＭ普及推進のための
体制整備（全国）

農林水産省、都道府県、試験研究機
関、生産者団体、農薬関係者等によ
るＩＰＭ普及推進協議会（仮称）（別紙
３）を結成し、ＩＰＭ普及推進の全国展
開

5
ＩＰＭ要素技術の検討、関係部局への
説明等の会議の開催

・植防担当者会議
　（農政局係長との
     意見交換）
・野菜総合防除検討
  会（都道府県野菜
  防除関係者との意
  見交換）
・病害虫防除フォー
  ラム（内容未定）

・農政局主催担当者
　会議
　（都道府県との意
    見交換）

・植物防疫地区協議
会
　（都道府県との意
    見交換）

・果樹総合防除検討
会
　（都道府県果樹防
　除関係者との意見
　交換）

6 その他の取り組み

 ・IPM事例調査をとり
　まとめ、事例集を関
　係機関に配付

課　　　　　　　　題
基本工程

ＩＰＭ普及推進に向けた
諸施策

ＩＰＭ普及・定着のため体制整備に向け検討 ＩＰＭ普及・定着のため体制整備に向けた取
組

ＩＰＭ普及推進協議会（仮称）の立ち上げに
向け検討

ＩＰＭ普及推進協議会（仮称）の立ち上げに
向けた取組

別紙４



　　　　　　　　　　　総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）普及・定着に向けた基本工程
課　　　　　題 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度

　　　

作物別ＩＰＭ実践指標モデルの
検討・策定

ＩＰＭ普及推進のための体制整備
（都道府県）

ＩＰＭ普及推進協議会（仮称）
〔ＩＰＭ普及推進のための体制整備

（全国）〕

ＩＰＭの普及・定着に向けた検討

別紙５

ＩＰＭ検討会
立ち上げ

ＩＰＭ実践指針の策定

水稲モデル　　キャベツモデル　　施設野菜
　　　　　　  　　 カンキツモデル　　落葉果樹
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   畑作　茶  等のモデル

普及・定着に向けた
検討

ＩＰＭ普及の
検証

ＩＰＭ実践指標作成
モデル地区の設定

（食の安全・安心確保交付金）

ＩＰＭ普及推進のための
体制整備（都道府県）

ＩＰＭ普及推進協議会
（仮称）

〔ＩＰＭ普及推進のための
体制整備（全国）〕



資料４に対する事前意見集約
資料番号 項目 該当箇所 意見・提案 理由
資料４
別紙１

ＩＰＭの推進に
向けた課題と
対応方針

全体 田澤
委員

　農水省内局間の意識徹底と協力
要請、品目横断との関係整理を明
確にすべき。

　昨年9月にＩＰＭ指針が策定されたが、農業現場はもち
ろん、農水省内においても認識が薄いのではないか。
　今後、ポジティブリスト制の実施、１９年産から予定さ
れる経営所得安定大綱の農地・水・環境保全向上対策
（営農活動への支援、一定のまとまりを持った取り組み
で、エコファーマーの認定をうけること、化学肥料および
化学合成農薬の使用は原則５割減＝数値目標の設定
＝）の中で、策定したＩＰＭ指針がどのような位置づけに
なり現場で活用されるのか？　関係を整理すべき。

資料４
別紙１①

４、ＩＰＭ実践
 指標に基づくＩ
 ＰＭの具体的
 なの推進(1) Ｉ
 ＰＭ実践農業
 者のモデル的
 育成、
（３）モデル地
域外への普及

・展示圃によるＩＰＭについ
  て農業者の理解を促進
・普及指導員にＩＰＭ研修の
  実施

田澤
委員

・農水省内局間の連携強化
・ＩＰＭへの理解促進と研修強化
 が必要である

　ＩＰＭ実施には、現行の持続農業法におけるエコファー
マーとの提携が必要不可欠と考える。減農薬・減化学
肥料栽培の実践の中に、ＩＰＭ実践指標を導入していた
だくことが重要。となれば、生産局や農村振興局などの
理解と協力が不可欠である。
　ＩＰＭ普及推進体制整備は、くれぐれも単独ではなく、
農水省として一本化した環境農業政策の中で推進して
いくべきである。ＩＰＭ普及推進協議会結成による全国
展開の際には、幅広い行政部署、ならびに団体等の参
加を呼びかけ協力を求めていくべきである。

資料４
別紙１②

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題

全体 田澤
委員

その他 　西欧では、農家が相手にする作物栽培や肥料・農薬
などを総合的にとらえる「ＩＣＭ」（総合的作物管理）の考
え方が主流になりつつあるとされている。
　本検討会では「Ｐ」について「有害生物＋雑草」を対象
にしているが、現場への実施においては、防除関係者
だけでなく作物栽培指導者を含めた、まさに総合的な取
り組みにしていくべきと考えている。
　そのためには、独法地方研究センターを核に、県農
試、普及センター、ＪＡ、ＮＯＳＡＩを加え、現場から実践
事例を積み上げていく必要があると考える。

資料４（参考）



資料番号 項目 該当箇所 意見・提案 理由
資料４
別紙１②
別紙２，３

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題

全体 水野
委員

資料４
別紙１②

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題
(1) ＩＰＭ実践
 指標の改善
 に向けた取組

・生産現場での要望を技術
 開発に反映させる体制整備
・IPM要素技術についての
 情報の共有

高橋
委員

　農業者と関係者（普及機関、研究
機関）間で日常的に要望や問題
点、解決策等の情報を交換できる
インターネットサイトの設置が有効
である。
　また、IPM技術の実施例（成功、
失敗）の蓄積も有効かもしれない。

　技術の開発や改善を図るには多くの情報や事例が必
要となる。
　インターネットを利用する場合、サイトを誰がどのよう
に管理するかを検討する必要がある。天敵Wikiの事例
がある。

資料４
別紙１②

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題
(1) ＩＰＭ実践
 指標の改善
 に向けた取組

・IPM要素技術についての
 情報の共有

高橋
委員

　都道府県へのIPM事例調査の結
果は、関係機関に配布するだけで
なく、農業者等にも広く公表する。

農業者の自主的な取り組みの参考になる。

資料４
別紙１②

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題
(1) ＩＰＭ実践
 指標の改善
 に向けた取組

・環境負荷低減に配慮した
 農薬使用等のIPM要素技
 術の確立及び実証のため、
 農薬メーカー、機械メーカー
 等関係機関との連携を
 促進

高橋
委員

　メーカー等関係機関との連携促
進には、（会議等でのやりとりだけ
でなく）、開発技術の普及定着に向
けた具体的支援が効果的である。

　普及の初動が難しいあるいは普及の定着が困難なた
め眠っているIPM要素技術も少なくない。少しの後押し
で普及定着に向けて自動発進できることから、そのきっ
かけが重要である。

資料４
別紙１②

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題
(1) ＩＰＭ実践
 指標の改善
 に向けた取組

・農業者自身で実施可能な
 病害虫・雑草及び土着天敵
 の同定診断手法等の技術
 確立

高橋
委員

　病害では、農業者自身の自主的
な同定診断を支援する体制整備
が、現場で使える手法やキット等
の開発（改良）とともに必要であ
る。
　つまり、現在のところ、病害診断
は普及機関や病害虫防除所、ある
いは試験場等の研究機関が個々
に対応しているが、さらにきめ細か
くかつ組織的に対応できる体制の
整備が望まれる。

診断機関のネットワーク化などが考えられる。

　「IPM要素」という言葉が初めて出てきたように思います。　意味を明確にしておいたほうが
良いと思います。



資料番号 項目 該当箇所 意見・提案 理由
資料４
別紙１②

５．ＩＰＭの推
 進に向けた
 課題
(1) ＩＰＭ実践
 指標の改善
 に向けた取組

・環境負荷低減に配慮した
 農薬使用等のＩＰＭ要素技
 術の確立および実証

田澤
委員

・農家が使える要素技術、資機材
  の充実化を図る

　発生予察を基にした耕種的・生物的防除手法を実施
する場合、農家が使える手段は幅広い方が良い。特定
防除資材を新たに追加していくべきである。
　現場では「ＩＰＭ＝農薬しない」という固定観念を持って
いる農家は多い。大発生・蔓延の恐れがある場合など
は化学農薬が最適な手段にもなる。農薬使用において
ドリフトさせない技術、葉にまんべんなく散布できる技術
など、化学合成農薬を含めた高度な防除技術を有する
ことについてもＩＰＭ農家の本分とすべき。

資料４
別紙３

ＩＰＭ普及推進
のための体制
整備（全国）

・試験研究機関（独法等）；
 農業者自身で実施可能なI
 PM要素技術の確立

高橋
委員

　病害虫防除所や普及指導機関と
の連携協力が不可欠ある。

実際に使えるか否かの検討が必要である。
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